
駐車監視員活動ガイドライン

　　　　

駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確

認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされて

います（反則告知をしたり、金銭の徴収をしたりすることはありません ）。

本ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。

なお、この地域では、警察官による取締りも強化されます。

駐車監視員は、下記の路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置車両の確認等を

実施する。

◎ 最重点路線

路 線（区間） 重点時間帯

市道長町八木山（その２）線 ８時～１９時

◎ 重点路線

路 線（区間） 重点時間帯

市道原町広岡（その２）線

８時～１９時
市道長町２号線

市道長町３号線

県道仙台館腰線（長町中学校から長町交番付近までの間）

◎ 重点地域

地 域 重点時間帯

長町

１丁目（１番、８番を除く）

２丁目～４丁目

５丁目のうち市道長町八木山線（その２）線北側

７丁目、８丁目

長町南 ８時～１９時

３丁目１番～１２番

４丁目１番～１１番

鹿野

１丁目のうち国道２８６号南東側

２丁目のうち国道２８６号南東側

３丁目
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駐車監視員活動ガイドライン
仙台南警察署

凡例

：最重点路線

：重点路線

：重点地域

ＪＲ長町駅

広瀬橋

仙台南

高等学校

長町

小学校
長町

中学校

太白区役所

長町南

小学校

仙台市

立病院

仙台三桜
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